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  認知症の妻が 50 万円の 

  温浴器を契約した 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１０年以上前訪問販売で浄水器を買い、定期的にフィル

ター交換に来ていた。認知症の妻が、いつものフィルター

交換と勘違いして契約書にサインをした。温浴器はいらな

いので解約できるか？」との相談が入りました。３日前の

契約だったのでクーリング・オフを適用し早期に解決しました。

相談は早めに 

札幌市消費者センター（728-2121）へ 
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